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第 1 章 はじめに 

1－1 構想見直しの趣旨 
 

■ 河川の汚濁の主な原因は生活排水 
 

本県では、県土面積の約５％を占める水辺空間を、県民のゆとりと安らぎを創出

する貴重な空間と位置づけ、平成 20 年度から「川の再生」に取り組んでいる。県民

誰もが川に愛着を持ち、ふるさとを実感できる「川の国埼玉」を名実ともに実現す

るためには、河川汚濁の主な原因である生活排水の処理施設を整備することが極め

て重要である。 
 

■ 平成 21 年度末で生活排水処理人口普及率は 87.7% 
 

これまで、本県は、市町村と連携し、「埼玉県生活排水処理施設整備構想」（以下

「構想」という。）を策定し、県内全域に生活排水処理施設を整備することを目指し

てきた。 

平成 16 年度に策定した構想（以下「平成 16 年構想」という。）は、平成 10 年度

に策定した「埼玉県生活排水処理総合基本構想」を見直したものである。平成 16

年構想では、地区ごとの整備手法を明示し、下水道、農業集落排水、合併処理浄化

槽などの施設整備の将来像を想定しつつ、平成 22 年度の目標値として生活排水処理

人口普及率を 88%に定めた。平成 21 年度末で生活排水処理人口普及率は 87.7％とな

っており、平成 16 年構想の目標は概ね達成する見込みである。 
 

■ 今後の人口減少等を想定した構想の見直し 
 

平成 16 年構想では、人口の増加を前提としている。人口の減少が見込まれる現在、

これにより生活排水処理施設の整備を継続することは、効率性を損なうおそれがあ

る。このため、今後の人口減少を想定し、平成 23 年度以降の新たな整備方針を定め

るため、この構想を全面的に見直すことが必要となった。 

一方、平成 19 年 9 月 14 日付け農林水産省、国土交通省、環境省課長連名通知「人

口減少等の社会情勢の変化を踏まえた都道府県構想の見直しの推進について」で、

構想の見直しを推進することが求められた。この通知の背景には、人口減少や少子

高齢化の進展、地域社会構造の変化など、生活排水処理施設の整備を取り巻く諸情

勢が大きく変化していることが挙げられる。市町村合併による行政区域の再編や地

方財政が依然として厳しい状況にあることなども見直しの契機となった。 

本県はこのような状況を踏まえ、平成 21 年度から市町村と協力し、構想の見直し

に着手した。この度、平成 22 年度に広域的観点からの調整を行った上で、市町村の

検討結果を踏まえたとりまとめを行い、改定を行ったものである。 
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1－2 構想の位置づけ 

「埼玉県生活環境保全条例」第 16 条において、「知事は、市町村と連携して、公

共用水域の水質に対する汚濁の負荷を低減するために必要な生活排水の処理施設の

整備に関する広域的な計画を定め、その整備の促進に努めるものとする。」と定めて

いる。 

本構想は、この規定に基づき、市町村が「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

に基づき策定した生活排水処理に関する計画等（以下「市町村計画」という。）のと

りまとめを行い、広域的な計画として埼玉県が策定するものである。この構想は、

県や市町村が生活排水処理施設の整備を進める上での指針となるものである。 

また、本構想は、国（農林水産省、国土交通省、環境省等）の通知等における「都

道府県構想（汚水処理施設整備に関する総合的な構想）」に該当する。 

 

 

 

1－3 構想の期間 

本構想の期間は、平成 23 年度から平成 37 年度までの 15 か年である。また、基準

年度、中間目標年度及び目標年度は、表 1-3-1 に示すとおりである。 

なお、本構想は、改定して 5 年を経過した時点で、生活排水処理施設の整備状況

や、公共用水域の水質の改善状況、人口動向等の社会情勢の変化等を踏まえ見直し

の検討を行うこととする。 

 

  表 1-3-1 本構想の基準年度及び目標年度等 

項 目 年 度 

基 準 年 度 平成 20 年度 

期 間 平成23年度～平成37年度

中間目標年度 平成 32 年度 

目 標 年 度 平成 37 年度 
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1－4 構想見直しのポイント 

（１）生活排水処理人口普及率 100％達成の目標年度の設定 

   平成 16 年構想では、平成 22 年度の生活排水処理人口普及率を 88%にするこ

とを目標としていた。この目標については、達成を見込んでいる。 

   今後「川の国埼玉」を名実ともに実現させるため、早期に生活排水処理人口

普及率 100％を達成させ、河川等の公共用水域の水質改善を図らなければなら

ない。一方、目標年度の設定に当たっては、今後想定される既存生活排水処理

施設の改築や更新の増大による普及の鈍化を考慮する必要がある。 

   そのため、本構想では、生活排水処理人口普及率 100％を達成する目標年度

を平成 37 年度に設定した。 

 

（２）人口減少を踏まえた生活排水処理施設整備手法の設定 

   平成 16 年構想では、人口増加を前提に生活排水処理施設の整備手法を設定し

ていた。本構想では、県が構想の基本方針を示し、県内全市町村が今後想定さ

れる人口減少を踏まえた整備手法間の費用比較や目標年度までの整備スケジュ

ール等について検討した上で、整備手法を全面的に見直した。 

 

（３）浄化槽を積極的に整備する浄化槽整備区域の設定 

   個別処理である浄化槽については、新たに市町村が積極的に浄化槽の整備を

促進する区域として「浄化槽整備区域」を設定した。この「浄化槽整備区域」

における浄化槽の整備を平成 37 年度までに完了させることを目標とした。 

 

 

平成16年構想（平成16年8月策定）

行政人口 6,985,845 7,280,069 7,280,069
　生活排水処理人口 5,469,262 78.3% 6,410,060 88.0% 7,280,069 100.0%
　生活排水未処理人口 1,516,583 21.7% 870,009 12.0% 0 0.0%
注）　行政人口には、外国人登録者数を含めて集計しているため、住民基本台帳人口等とは異なる。

本構想

行政人口 7,096,269 6,594,700
　生活排水処理人口 6,174,838 87.0% 6,594,700 100.0%
　生活排水未処理人口 921,431 13.0% 0 0.0%
注）　平成37年度の行政人口は、埼玉県環境部水環境課にて推計

基準年度：平成20年度 目標年度：平成37年度

基準年度：平成14年度 目標年度：平成22年度 ―
現況 目標 全体計画

（単位：人）

（単位：人）
現況 全体計画

 

図1-4-1 平成16年構想と本構想の生活排水処理人口及び生活排水処理人口普及率 
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1－5 構想の構成 

 本構想では、まず、見直しの趣旨や期間などを明らかにした（第 1 章）後、生活

排水処理施設の整備及び公共用水域の水質の現状を整理し、課題把握を行った（第

2章）。さらに、これを踏まえて、見直し方針を設定した（第 3 章）。 

 この見直し方針を踏まえ、新たな目標値（処理人口、処理人口普及率）を設定し

た（第 4章）。そして、水質改善、概算事業費に関する効果を整理し（第 5章）、構

想図としてまとめている（第 6 章）。 

 

 

見直しの
ポイント

生活排水処理施設整備構想の改定

平成３７年度までに生活排水処理人口普及率１００％

基本方針

 公共用水域の大幅な水質改善
 生活排水処理施設の建設費縮減

効果

河川の主な汚濁原因は生活排水

生活排水処理施設の計画的整備が重要

目標年度
（全体計画）

設定

浄化槽整備

区域の設定

人口減少を
踏まえた

整備手法の検討
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第 2 章 生活排水処理に関する現状と課題 

2－1 生活排水処理施設の種類と整備状況 

2-1-1 生活排水処理施設の種類 

生活に起因する排水を処理するための施設である生活排水処理施設は、集合処理施

設と個別処理施設に大別される。 

集合処理施設は、家庭等からの生活排水を、公道等に管渠を埋設して集水し、流末

に処理施設を設けて処理する施設のことで、下水道、集落排水等が該当する。 

個別処理施設は、家庭等からの生活排水を、各戸に浄化槽※１を設けて処理する施設

である。 

主な生活排水処理施設の整備手法及び事業手法は、図 2-1-1 に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1-1 主な生活排水処理施設整備手法・事業手法とその概要 

事業手法 整備手法 

集 

合 
処 
理 

個 

別 

処 

理 

下 水 道 

集落排水 

単独公共下水道

農業振興地域内で原則として計画規模
20 戸以上で、計画人口は 1,000 人以下
（1,000 人以上は協議を経て実施）。建
設・管理主体は原則として市町村。 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に
基づき設置される汚水処理施設で、計画
人口 101～30,000 人。設置・管理主体は
原則として市町村。 

浄 化 槽 

市町村が設置・管理主体となって浄化槽
の整備を行うもので、原則として戸数 20
戸/年以上設置する事業。 

コミュニティプラントその他 

農業集落排水 

浄化槽市町村 
整備推進事業 

流域関連 
公共下水道 

浄化槽 
設置整備事業 

下水道未整備地域等で、個人が合併処
理浄化槽を設置し、管理を行う。 

単独で終末処理場を有する下水道。建

設・管理主体は原則として市町村。 

流域下水道※へ接続する下水道。建設・
管理主体は原則として市町村。 
 

※流域下水道：２市町村以上の区域の下水
を排除し処理する下水道で根幹的施設（処
理場、流域幹線等）の部分をいう。建設・管
理主体は原則として都道府県 

※１ 浄化槽法の改正により、平成 13 年 4 月 1日から、トイレ、風呂、台所等からの生活排水
をすべて処理できる合併処理浄化槽のみが浄化槽と位置付けられている。 
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2-1-2 生活排水処理施設の整備状況 

近年の本県の生活排水処理人口普及率の推移を見ると、年々0.5～1.9 ポイント上

昇しており、平成 20 年度には 87.0％に達している（図 2-1-2）。下水道処理人口が

約 5,334 千人（75.1%）、農業集落排水処理人口が約 90 千人（1.3%）、コミュニティ

プラント処理人口が約 1 千人（0.0%）、浄化槽処理人口が約 750 千人（10.6％）と

なっている。単独処理浄化槽や汲み取りによりし尿を処理しているが生活雑排水を

処理できていない生活排水未処理人口は、平成 20 年度には約 921 千人であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1-2 生活排水処理人口・生活排水処理人口普及率の推移 
 

 平成 20 年度の県内地区別の生活排水処理人口普及率を見ると、南西部（96.3％）

は 100％に近い数値となっている（図 2-1-3）。さいたま（90.5％）、西部、（92.1％）、

東部（87.6％）、南部（89.1％）は 90％近い数値である。一方、秩父（68.9％）、北部

（71.2％）では 70％前後と、地域によって大きな差が生じている。 

図 2-1-3 地域別生活排水処理人口普及率の分布状況（平成 20 年度） 

注） 各整備手法による処理
人口及び構成比率は、国が
公表している「汚水処理人
口普及状況」の数値及び市
町村からの最新の報告を
基に、埼玉県が整理した。
コミュニティプラント処
理人口の表記は省略した。

長野県 

北部地区 71.2%

栃木県

利根地区 78.3%

茨城県 

山梨県 

秩父地区 68.9%
西部地区 92.1%

東京都

南西部地区 96.3%

南部地区 89.1%

千葉県 

川越比企地区 84.8%
県央地区 89.2%

東部地区 87.6%

さいたま地区 90.5%

注)行政区域は平成 20 年度

の区域である。 
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2－2 公共用水域の水質状況 

本県の河川（環境基準の類型指定※１がされている 34 河川 44 水域）の水質の状況を

有機汚濁の代表的指標である BOD の環境基準達成率の推移で見ると、平成 10 年度に

60％であったものが平成 20 年度には 93％まで上昇している（図 2-2-1）。また、全

国と比較すると、平成 10 年度では 20 ポイント程度低かったものが近年では同等まで

改善され、平成 20 年度では 0.7 ポイント上回った。 

河川の平成 10 年度、平成 20 年度の類型別環境基準（BOD）達成率※２を比較すると、

平成 14 年度から平成 17 年度の間に類型指定の見直し、新規指定が行われたため単純

比較は出来ないものの、全体的には改善傾向にある（表 2-2-1）。 

一方、平成 20 年度に非達成であった 3 地点（鴨川、福川、元小山川）は、測定開

始から継続して、非達成であり、さらなる改善策が必要である（表 2-2-2、図 2-2-2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-1 河川の環境基準（BOD）達成率の推移 

 

表 2-2-1 河川の類型別環境基準（BOD）達成状況 

 
 

 

平成10年度 平成20年度
類型 基準値 水域 達成状況 達成率 水域 達成状況 達成率
AA 1mg/L以下 1 1 100% 2 2 100%
A 2mg/L以下 11 10 91% 13 13 100%
B 3mg/L以下 11 5 46% 11 9 82%
C 5mg/L以下 10 3 30% 13 12 92%
D 8mg/L以下 － － － 3 3 100%
E 10mg/L以下 7 5 71% 2 2 100%
計 40 24 60% 44 41 93%

※１ 水質の環境基準のうち、BOD 等の生活環境の保全に関する項目については、利水目的等
に応じて、AA、A、B、C、D、Eの 6類型が設けられ、水域ごとに基準が指定されている。

※２ 環境基準（BOD）達成率（％）＝環境基準達成水域数／類型指定水域数×100 
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表 2-2-2 地点別 BOD75%値と環境基準達成率の推移（過去 5年間） 

○：環境基準達成　　　×：環境基準非達成

水域名
番
号

基
準
点

地点名
類
型

荒 川 下 流 (1) 3 ○ 笹 目 橋 C 4.3 ○ 4.9 ○ 5.1 × 5.0 ○ 4.6 ○
荒 川 中 流 5 ○ 治 水 橋 B 1.3 ○ 1.4 ○ 1.3 ○ 1.5 ○ 0.9 ○

6 ○ 開 平 橋 B 1.1 1.5 1.4 1.4 1.1
8 ○ 久 下 橋 B 0.9 1.4 1.3 1.1 0.8

荒 川 上 流 (2) 9 ○ 正 喜 橋 A < 0.5 ○ 0.6 ○ 1.0 ○ 0.9 ○ 0.7 ○
10 ○ 親 鼻 橋 A 0.6 0.8 0.9 1.0 1.3

荒 川 上 流 (1) 11 ○ 中 津 川 合 流 点 前 AA < 0.5 ○ 0.5 ○ < 0.5 ○ < 0.5 ○ 0.9 ○
芝 川 12 ○ 八 丁 橋 E 5.5 ○ 6.8 ○ 6.7 ○ 5.8 ○ 6.1 ○

14 ○ 山 王 橋 E 3.4 5.1 4.7 5.5 5.0
鴨 川 20 ○ 中 土 手 橋 C 5.8 × 5.4 × 6.9 × 7.4 × 10 ×
入 間 川 下 流 22 ○ 入 間 大 橋 注1 A 1.5 ○ 1.9 ○ 1.7 ○ 2.1 × 1.3 ○

23 ○ 落 合 橋 注1 A 0.7 0.8 0.6 0.7 0.5
入 間 川 上 流 27 ○ 給 食 セ ン タ ー 前 A 1.2 ○ 0.7 ○ 0.6 ○ 0.7 ○ 1.1 ○
越 辺 川 下 流 28 ○ 落 合 橋 B 2.2 ○ 2.1 ○ 2.4 ○ 2.6 ○ 1.3 ○
越 辺 川 上 流 29 ○ 今 川 橋 A 1.1 ○ 1.0 ○ 1.0 ○ 1.1 ○ 1.3 ○
都 幾 川 30 ○ 東 松 山 橋 A 0.6 ○ 0.5 ○ 0.6 ○ 0.5 ○ 0.5 ○
槻 川 31 ○ 兜 川 合 流 点 前 B 4.0 × 2.5 ○ 3.3 × 2.3 ○ 1.5 ○
高 麗 川 32 ○ 高 麗 川 大 橋 A < 0.5 ○ 0.5 ○ < 0.5 ○ < 0.5 ○ 0.5 ○
小 畔 川 34 ○ 莿 橋 注1 B 1.3 ○ 1.5 ○ 1.9 ○ 2.0 ○ 1.4 ○
霞 川 35 ○ 大 和 橋 注2 B 2.8 3.0 1.8 ○ 2.3 ○ 1.7 ○
成 木 川 36 ○ 成 木 大 橋 A 1.0 ○ 0.8 ○ 0.6 ○ 0.7 ○ 1.6 ○
市 野 川 下 流 37 ○ 徒 歩 橋 C 3.8 ○ 6.2 × 3.1 ○ 3.3 ○ 2.7 ○
市 野 川 上 流 38 ○ 天 神 橋 B 2.3 ○ 3.0 ○ 2.5 ○ 2.3 ○ 2.0 ○
和 田 吉 野 川 40 ○ 吉 見 橋 B 2.3 ○ 4.6 × 2.0 ○ 3.0 ○ 2.1 ○
赤 平 川 41 ○ 赤 平 橋 ※1 AA 0.7 ○ < 0.5 ○ 0.6 ○ 0.8 ○ 0.9 ○
横 瀬 川 42 ○ 原 谷 橋 A 1.3 ○ 0.9 ○ 0.9 ○ 1.2 ○ 1.6 ○
中 川 中 流 45 ○ 八 条 橋 C 3.4 ○ 4.3 ○ 2.8 ○ 4.4 ○ 2.7 ○
中 川 上 流 47 ○ 豊 橋 C 3.7 ○ 5.7 × 2.6 ○ 4.4 ○ 3.4 ○
綾 瀬 川 下 流 51 ○ 内 匠 橋 C 5.2 × 5.5 × 4.8 ○ 4.0 ○ 3.9 ○
綾 瀬 川 上 流 54 ○ 畷 橋 C 4.8 ○ 6.5 × 4.2 ○ 4.8 ○ 4.0 ○
古 綾 瀬 川 56 ○ 綾 瀬 川 合 流 点 前 注2 D 8.6 11 6.9 ○ 6.5 ○ 7.1 ○
大 場 川 58 ○  三 橋 注2 C 4.6 5.4 4.6 ○ 3.5 ○ 4.2 ○
元 荒 川 59 ○ 中 島 橋 C 3.5 ○ 3.6 ○ 2.8 ○ 3.9 ○ 4.1 ○
新 方 川 63 ○ 昭 和 橋 C 4.0 ○ 3.9 ○ 2.7 ○ 3.2 ○ 4.0 ○
大 落 古 利 根 川 64 ○ ふ れ あ い 橋 C 3.9 ○ 3.7 ○ 2.6 ○ 3.2 ○ 4.4 ○
新 河 岸 川 67 ○ 笹 目 橋 D 3.2 ○ 4.4 ○ 3.3 ○ 4.2 ○ 3.7 ○

68 ○ い ろ は 橋 D 2.3 3.2 3.0 2.1 2.3
白 子 川 70 ○ 三 園 橋 D 3.5 ○ 3.3 ○ 2.2 ○ 3.6 ○ 2.1 ○
黒 目 川 71 ○ 東 橋 C 1.5 ○ 2.3 ○ 1.2 ○ 1.4 ○ 1.8 ○
柳 瀬 川 73 ○ 栄 橋 C 1.9 ○ 3.2 ○ 1.6 ○ 1.6 ○ 2.6 ○
不 老 川 76 ○ 不 老 橋 E 10 ○ 11 × 7.2 ○ 4.7 ○ 3.8 ○
利 根 川 中 流 78 ○ 栗 橋 A 1.9 ○ 1.6 ○ 1.2 ○ 1.4 ○ 1.2 ○

79 ○ 利 根 大 堰 A 1.2 1.7 1.3 1.4 0.9
82 ○ 坂 東 大 橋 A 1.7 1.3 1.4 1.5 0.7

江 戸 川 上 流 83 ○ 流 山 橋 A 1.9 ○ 1.6 ○ 1.5 ○ 1.7 ○ 1.5 ○
福 川 86 ○ 昭 和 橋 B 9.0 × 16 × 7.8 × 9.0 × 6.4 ×
小 山 川 下 流 87 ○ 新 明 橋 B 3.0 ○ 4.0 × 3.3 × 3.5 × 2.7 ○
小 山 川 上 流 88 ○ 一 の 橋 A 2.1 × 2.4 × 2.0 ○ 2.8 × 1.9 ○
唐 沢 川 89 ○ 森 下 橋 注2 B 4.1 4.6 4.1 × 3.7 × 2.3 ○
元 小 山 川 90 ○ 県道本庄妻沼線交差点 B 8.4 × 6.9 × 6.1 × 6.1 × 4.1 ×
神 流 川 (3) 91 ○ 神 流 川 橋 A 0.9 ○ 0.9 ○ 0.8 ○ 0.7 ○ 0.9 ○
神 流 川 (2) 92 ○ 藤 武 橋 A 0.8 ○ 1.0 ○ 1.0 ○ 0.7 ○ 0.8 ○

34 29 37 37 41
85 73 84 84 93

注１）　平成17年4月12日の埼玉県告示により、赤平川はA類型からAA類型に、入間川下流はB類型からA類型に、小畔川はC類型から　
　　　B類型に指定された。
注２）　平成18年3月24日の埼玉県告示により、霞川はB類型に、古綾瀬川はD類型に、大場川はC類型に、唐沢川はB類型に指定された。
注３）　BOD75%値とは、1年間に行ったa個の日間平均値を水質の良い方から順にならべたとき、0.75×a番目（小数点以下切上げ）に
　　　くるをいう。例えば毎月1日測定した場合、12個の日間平均値を小さい順からならべて9番目の値がBOD75%値となる。

環境基準達成率(%)

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

環境基準達成数
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類型  ＢＯＤ環境基準

ＡＡ ━ 1mg/L 以下 

Ａ ━ 2mg/L 以下 

Ｂ ━ 3mg/L 以下 

Ｃ ━ 5mg/L 以下 

Ｄ ━ 8mg/L 以下 

Ｅ ━ 10mg/L 以下

は環境基準達成の 
環境基準点 
は環境基準非達成の 
環境基準点 

治水橋

開平橋
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図 2-2-2  水質類型指定状況と BOD 環境基準の達成状況（平成 20 年度） 
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県内河川を測定地点別に見た場合、BOD 年度平均値ベスト 10 に含まれる地点のよう

に良好な水質を維持している河川がある。一方で、ワースト 10 に含まれる地点は改

善傾向にある地点と改善が見られない地点が混在している（表 2-2-3）。 

 なお、県内水域別の BOD 環境基準適合割合※１の推移を見ると、荒川水域（新河岸川

水域、入間川水域を除く）は平成 14 年度以降 80%を超え、平成 20 年度には 96%に達

した。また、利根川水域（中川水域、綾瀬川水域を除く）は平成 13 年度以降 70%台に

とどまっており、荒川水域よりも適合割合が低い状況が続いていたが、平成 20 年度

には 89%と上昇した（図 2-2-3）。 

また、「県内の主要河川の地点※２（平成 20 年度：92 地点）の BOD 年度平均値がア

ユの棲める水質の目安となる BOD3mg/L 以下※３である地点割合」（以下「BOD3mg/L 以

下の河川割合」という。）の推移を確認した。その結果、10 年前には約 4 割の地点し

か 3mg/L 以下でなかったものが、その後、適合地点が順調に増加し、平成 20 年度に

は 72%まで達している（図 2-2-4）。 

 

表 2-2-3 平成 20 年度埼玉県内地点別ベスト 10・ワースト 10（BOD 年度平均値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ BOD 環境基準適合割合（％）＝環境基準に適合する日数／総測定日数×100 
※２ 公共用水域及び地下水の水質測定計画に基づいて水質測定を実施している地点 
※３ 一般に、BOD が 3mg/L 以下であれば、アユが棲める水質と言われている。 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

1 高麗川 高麗川大橋 A [2mg/L] ① 0.6 ① 0.5 ① 0.5 ② 0.6 0.5
1 入間川 給食センター前 A [2mg/L] ⑲ 1.1 ⑤ 0.7 ④ 0.6 ⑤ 0.7 0.5
3 都幾川 東松山橋 A [2mg/L] ① 0.6 ① 0.5 ④ 0.6 ② 0.6 0.6
3 荒川 正喜橋 A [2mg/L] ① 0.6 ⑤ 0.7 ⑩ 0.8 ⑤ 0.7 0.6
5 神流川 神流川橋 A [2mg/L] ⑤ 0.7 ⑩ 0.8 ⑩ 0.8 ⑤ 0.7 0.7
5 神流川 藤武橋 A [2mg/L] ⑤ 0.7 ⑩ 0.8 ⑬ 0.9 ⑩ 0.8 0.7
5 荒川 久下橋 B [3mg/L] ⑭ 0.9 ⑰ 1.1 1.2 ⑭ 0.9 0.7
5 利根川 坂東大橋 A [2mg/L] 1.3 ⑱ 1.2 ⑱ 1.1 1.2 0.7
5 利根川 上武大橋 A [2mg/L] 1.4 1.3 ⑱ 1.1 1.3 0.7
10 荒川 中津川合流点前 AA [1mg/L] ① 0.6 ① 0.5 ① 0.5 ① 0.5 0.8
10 赤平川 赤平橋 AA [1mg/L] ⑤ 0.7 ④ 0.6 ⑥ 0.7 ⑩ 0.8 0.8
10 荒川 御成橋 B [3mg/L] ⑪ 0.8 ⑮ 1.0 ⑮ 1.0 ⑰ 1.0 0.8
10 荒川 治水橋 B [3mg/L] ⑯ 1.0 ⑱ 1.2 ⑮ 1.0 ⑱ 1.1 0.8
10 利根川 利根大堰 A [2mg/L] 1.2 1.4 1.2 1.4 0.8
10 利根川 刀水橋 A [2mg/L] 1.4 1.4 1.2 1.4 0.8

1 鴨川 中土手橋 C [5mg/L] ⑪ 5.2 ⑮ 4.7 ⑦ 5.2 ⑥ 6.1 9.0
2 藤右衛門川 論處橋 - [  -  ] ① 9.1 ① 11 ① 9.2 ① 9.2 8.4
3 古綾瀬川 綾瀬川合流点前 D [8mg/L] ④ 7.0 ② 9.2 ③ 5.8 ④ 6.4 5.8
4 芝川 八丁橋 E [10mg/L] ⑭ 4.6 ⑩ 5.6 ③ 5.8 ⑩ 4.8 5.0
5 新芝川 山王橋 E [10mg/L] 3.4 ⑲ 4.3 ⑳ 4.2 ⑯ 4.3 4.7
6 福川 昭和橋 B [3mg/L] ③ 7.5 ④ 9.1 ② 5.9 ③ 6.9 4.5
7 鴨川 加茂川橋 C [5mg/L] ⑧ 5.4 ⑪ 5.4 ⑩ 4.7 ⑧ 5.2 4.2
8 大落古利根川 ふれあい橋 C [5mg/L] 3.2 3.6 2 3.2 4.0
9 綾瀬川 手代橋 C [5mg/L] ⑥ 5.6 ⑫ 5.3 ⑩ 4.7 ⑩ 4.8 3.9
9 藤右衛門川 柳橋 - [  -  ] ⑰ 4.4 ⑰ 4.4 ⑬ 4.5 ⑱ 4.2 3.9

注） 18年度以前のBOD年度平均値欄の丸数字は各年度の順位であり、順位空欄は21位以下を意味する。

注） 網掛けは基準値を上回った年を意味する。

ＢＯＤ年度平均値（mg／L）

地点別ＢＯＤベスト10

地点別ＢＯＤワースト10

順位 河川名 地点名 類型 [基準値]
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図 2-2-3 水域別 BOD 環境基準適合割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-4 BOD3mg/L 以下の河川割合の推移 
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2－3 平成 16 年構想の課題 

2-3-1 目標と現状 

 平成 16 年構想の目標と現状は、次の表 2-3-1 及び図 2-3-1 に示すとおりである。

この構想では、全ての整備事業が完了する全体計画において、生活排水処理人口普及

率が、集合処理施設 94.4％、個別処理施設 5.6％とした。 

 一方、現状の平成 20 年度時点では、生活排水処理人口普及率が、集合処理施設

76.5％、個別処理施設 10.5％となっている。 

 

表 2-3-1 平成 16 年構想及び現在の処理人口及び生活排水処理人口普及率 

 

 

図 2-3-1 平成 16 年構想の全体計画 

 

 

注） 行政人口には、外国人登録者数を含めて集計しているため、住民基本台帳人口等とは異なる。 
注） 平成 20 年度現在の処理人口及び構成比率は、国が公表している「汚水処理人口普及状況」の数値及び市町

村からの最新の報告を基に、埼玉県が整理した。 

処理人口
（人）

構成
比率

処理人口
（人）

構成
比率

処理人口
（人）

構成
比率

処理人口
（人）

構成
比率

6,985,845 100.0% 7,280,069 100.0% 7,280,069 100.0% 7,096,269 100.0%

4,843,883 69.4% 5,757,132 79.1% 6,651,592 91.4% 5,333,746 75.1%

56,599 0.8% 130,669 1.8% 212,848 2.9% 90,339 1.3%

70,290 1.0% 21,199 0.3% 8,797 0.1% 7,232 0.1%

4,970,772 71.2% 5,909,000 81.2% 6,873,237 94.4% 5,431,317 76.5%

浄化槽 498,490 7.1% 501,060 6.8% 406,832 5.6% 743,536 10.5%

5,469,262 78.3% 6,410,060 88.0% 7,280,069 100.0% 6,174,853 87.0%

1,516,583 21.7% 870,009 12.0% 0 0.0% 921,416 13.0%生活排水未処理人口

個別処理

計（生活排水処理人口）

項目

基準年度
平成14年度

目標年度
平成22年度

全体計画

行政人口

集
合
処
理

計

下水道

農業集落排水

コミュニティプラント

平成20年度時点
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2-3-2 課題の整理 

生活排水処理施設整備を取り巻く環境を踏まえて平成 16 年構想を整理すると、課

題は次のとおりである。 

 

（１）目標年度（平成 22 年度）の生活排水処理人口普及率（88.0％）は、概ね達成

する見込みである（平成 21 年度：87.7%）。 

   一方で、県内の平成 20 年度 BOD 汚濁負荷量は 96.5t/日で、汚濁の原因別負荷

割合では生活系の負荷が約72％（69.4t/日）と最も大きくなっている（図2-3-2）。

特に、生活雑排水未処理世帯から処理されずに放流される生活雑排水が汚濁原因

の約 48％（46.0t/日）と約半分を占めている。 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

図 2-3-2 平成 20 年度発生源別 BOD 汚濁負荷割合（全県域） 
 

（２）河川の BOD 環境基準については、一部の都市河川を中心に、依然として非達成

地点が残されている。このため、河川水質のさらなる改善が必要な状況である。 

（３）全体計画の達成年度を設定していない。このため、今後の生活排水処理施設整

備の明確な目標となっていない。 

（４）今後想定される人口減少により使用料収入が減少し、市町村における生活排水

処理施設整備の財源確保が難しくなる状況が想定される。これにより、人口増加

を前提としている平成 16 年構想に基づく生活排水処理施設整備が困難となる状

況が想定される。 

（５）人口（家屋）の密集度により整備の効率性を左右される集合処理については、

今後の人口減少による整備効率の低下が懸念される。 

（６）今後は、既存生活排水処理施設の老朽化対策も必要になる。生活排水処理施設

の整備と並行して老朽化対策を進めると、市町村の財政負担が増大する。したが

って、老朽化対策の負担が増える前に生活排水処理施設の整備を完了させておく

ことが望ましい。 

 

 以上の課題に対応するためには、人口減少下において、早期整備完了を見据えた目

標年度を設定し、それを達成するための整備手法の見直しが必要である。 

生活雑排水
47.7%

（46.0t/日）
し尿等

24.2%

（23.4t/日）

産業系

17.6%

（17.0t/日）

畜産系

5.3%

（5.1t/日）

その他系

5.2%

（5.0t/日）

注） 用語の意味は次のとおり 
生活雑排水 トイレを除く台所、風呂など家庭からの排

水で処理されずに公共用水域に排出され

るものによる負荷 
し尿等 家庭からの排水のうち、下水道終末処理

場、浄化槽等により適切に処理されてから

公共用水域に排出されるものによる負荷 
産業系 事業場から公共用水域に排出される排水

による負荷 
畜産系 牛、豚、馬の畜舎から排出される排水によ

る負荷 
その他系 山林、水田などに由来する水質への負荷 
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2-3-3 課題の検証 

（１）全体計画目標の達成見込み時期の検証 

平成 16 年構想の全体計画目標の達成見込み時期の検証を図 2-3-3 に示す手順によ

り行った。 

平成 20 年度末時点で、個別処理は平成 16 年構想の全体計画目標を上回っている状

況である。このため、平成 16 年構想の全体計画における集合処理（下水道、農業集

落排水、コミュニティプラント）区域の未整備区域（平成 20 年度末時点）を対象に

検証した。 

また、この検証は、荒川、中川、利根川の 3流域に区分し、流域単位で行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注） 処理人口構成比率とは、処理人口を県全体の人口で除した値である。 

図 2-3-3 全体計画目標の達成見込み時期の検証手順 

 

検証の結果、表 2-3-2 に示すとおり、平成 47 年度時点での集合処理の人口構成

比率の見込みは 93.9％である。これは、25 年以上整備を継続しても、平成 16 年構

想の全体計画目標である 94.4％には到達できないこととなる。目標達成まで長期間

要することが確認された。 
 

表 2-3-2 平成 16 年構想の全体計画における集合処理施設の 
  生活排水処理人口構成比率の達成状況の予測 

① 平成 16年構想全体計画の整備手法別処理人口構成比率の整理（流域別） 

② 過年度（H18～H20）の整備手法別処理人口構成比率の整理（流域別） 

③ 集合処理整備手法別処理人口構成比率の 

年間平均上昇率の算定（流域別） 

④ ③を用いた平成 16 年構想ベースの H32、H37、H42、H47 年度 

集合処理整備手法別処理人口構成比率の予測（流域別） 

⑤ ④を用いた平成 16 年構想での集合処理人口構成比率 

達成状況の整理（流域別） 

項　目 平成20年度 平成32年度 平成37年度 平成42年度 平成47年度 全体計画

集合処理人口

の構成比率注1） 75.2% 87.2% 91.2% 93.4% 93.9% 94.4%

対全体計画値

達成率注2） 79.7% 92.4% 96.6% 98.9% 99.5% 100.0%

注1）　集合処理人口構成比率＝各年度集合処理人口÷各年度県全体人口

注2）　対全体計画値達成率＝各年度集合処理人口構成比率÷全体計画集合処理人口構成比率（94.4％）
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（２）整備完了目標年度 

 集合処理未整備区域の整備手法を見直すことによる整備完了目標年度の設定につ

いて、図 2-3-4 に示す手順により検証を行った。 

 また、この検証は、荒川、中川、利根川の 3流域に区分し、流域単位で行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3-4 集合処理未整備区域の整備手法見直しによる 

    整備完了目標年度の設定に関する検証手順 

 

 整備完了想定年度における生活排水処理人口普及率 100%を達成するための集合処

理未整備区域内で個別処理へ変更が必要な世帯割合を表 2-3-3 に示す。検証結果は、

次のとおりである。 
 
① 平成 32 年度完了の場合、平成 16 年構想における集合処理未整備区域のうち、約

74％の世帯（人口）を個別処理に変更する必要がある。そのためには、現在着手

中の事業も含めて、各市町村の生活排水処理施設整備事業計画、財政計画、関連

計画及び国県等が策定する上位計画を抜本的に見直す必要がある。しかし、目

標年度までの期間が 10 年程度しかないことから、県内の全ての市町村が計画の見

直しを行うことは困難と考えられる。 

② 平成 37 年度完了の場合、集合処理未整備区域の約 47％の世帯（人口）を個別処理

に変更する必要がある。しかし、平成 32 年度完了の場合で課題とされた各種計画

等の見直しは可能と考えられる。 

③ 平成 42 年度以降完了の場合、早期整備完了の観点から、平成 37 年度完了の場合

よりも劣る。整備期間が長期化することから、既存生活排水処理施設の老朽化対

策と並行する期間も長期化し、市町村の財政負担が増大すると考えられる。 
 
 以上から、平成 16 年構想の課題に対応するため、整備完了の目標年度を平成 37 年

度とする。あわせて、投入可能な建設費を想定しつつ、集合処理から個別処理への変

更を検討する必要がある。 

① 平成 16 年構想ベースの集合処理人口構成比率の将来達成率の整理（流域別） 

（図 2-3-3 参照） 

② 平成 16 年ベースの集合処理未整備区域（平成 20 年度時点）の概算建設費算定（流域別）

（平成 16 年構想の概算建設費と①とにより算定） 

④ 平成 16 年構想における集合処理未整備区域内の生活排水処理人口普及率を 

100％にするための試算（②と③により H32、H37、H42、H47 に 100％達成する 

ための集合処理から個別処理へ変更が必要な世帯数と割合を算定） 

③ 1 世帯当りの整備手法別概算建設費の算定（流域別） 

（平成 16 年構想の概算建設費、整備手法別処理人口 

及び 1世帯当りの構成人員により算定） 
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表 2-3-3 各年度に生活排水処理人口普及率 100％を達成するための 

集合処理未整備区域内の個別処理への変更割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）将来人口の予測 

本県の将来人口についての予測を、過年度実績及び埼玉県５か年計画「ゆとりとチ

ャンスの埼玉プラン」（計画期間：平成 19 年度から平成 23 年度）等を参考に検証を

行った。その結果、今後人口の減少傾向が始まり、平成 37 年度には県全体で約 659

万人となり、平成 20 年度時点の約 710 万人から約 7％の減少が想定された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3-5 全県人口の実績値と推計値 
(実績人口：住民基本台帳､推計人口平成 32年度まで：「将来予測に基づく政策形成基礎調査(平成 18年度)埼玉県」､

平成 37 年度：「将来予測に基づく政策形成基礎調査(平成 18 年度)埼玉県」を基に環境部水環境課で独自推計) 

実績値 推計値

平成32年度 132 ( 26% ) 368 ( 74% )

平成37年度 263 ( 53% ) 237 ( 47% )

平成42年度 385 ( 77% ) 115 ( 23% )

平成47年度 465 ( 93% ) 35 (  7% )

注）　（）内は各年度の集合処理と個別処理の構成割合を示す。

整備完了
想定年度

現在の集合処理未整備区域内
世帯数（千世帯）

集合処理による
整備世帯数

個別処理による
整備世帯数
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第 3 章 構想の基本方針 

3－1 見直し方針 

本構想では、平成 37 年度までのできるだけ早期に生活排水処理人口普及率 100％の整

備を目指す。また、効率性の観点から生活排水処理施設の整備手法を全面的に見直す。 
 
（１）目標年度及び基準年度 

項 目 本 構 想 平成 16 年構想 

目 標 年 度 平成 37 年度 平成 22 年度 

中間目標年度 平成 32 年度 － 

基 準 年 度 平成 20 年度 平成 14 年度 
※ 実際の整備に当たっては、本構想との乖離が生じることが想定されるため、本構想を改定して５年を

経過した時点で、生活排水処理施設の整備状況を把握し、見直しの必要性を検討する。  
（２）見直しの対象とする区域 

見直し対象区域は、基準年度（平成 20 年度）において、①及び②の区域とする。 

① 基準年度において、下水道事業認可を受けている区域、農業集落排水の整備

済み及び実施中の区域、浄化槽市町村整備推進事業を実施している区域（以

下「事業実施区域」という。）以外の全ての区域 

② 事業実施区域のうち、中間目標年度（平成 32 年度）までの間、施設整備が行

われない区域 

図 3-1-1 見直しの対象とする区域  

（３）区域区分の設定 

本構想では、行政区域内全域について、次の①～⑩の区域区分を設定する。 
① 下水道整備区域（既設） 
② 下水道整備区域（計画（平成 32 年度まで）） 
③ 下水道整備区域（計画（平成 33 年度以降）） 
④ 農業集落排水整備区域（既設） 
⑤ 農業集落排水整備区域（計画（平成 32 年度まで）） 
⑥ 農業集落排水整備区域（計画（平成 33 年度以降）） 
⑦ コミュニティプラント処理区域 
⑧ 浄化槽整備区域 
⑨ 浄化槽整備区域（浄化槽市町村整備推進事業） 
⑩ 浄化槽処理区域 

 行政区域 

見直し対象区域 

整備済・中間目標年度までに

整備予定 

見直し対象外の区域 

浄化槽市町村整備推進事業区域 
事業実施中 

中間目標

年度まで

未整備 

下水道事業認可区域 

整備済・事業実施中 

農業集落排水事業区域 

下水道全体計画区域 



 18

3-2 見直しの手順 

 本構想は、図 3-2-1 に示すとおり県と市町村が協力して策定した。県は、前述の生

活排水処理施設整備における課題を踏まえ見直し方針を通知するとともに、「埼玉県

生活排水処理施設整備構想見直しに伴う市町村生活排水処理基本計画等見直し作業

マニュアル」（平成 21 年 7 月作成）を作成した。市町村は、このマニュアルに基づき、

市町村計画を見直し、県がこれを取りまとめた。県は取りまとめた市町村計画を基に

構想の効果予測を行った。 

 

埼  玉  県 市  町  村 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2-1 構想見直しフロー 

 

市町村マニュアル作成 

市 町 村 マ ニ ュ ア ル 説 明 会

整 備 手 法 別 費 用 の 比 較 

水質保全上の要請を勘案した整備
手法の検討

市 町 村 計 画 の 受 領

平 成 1 6 年 構 想 と の 比 較 検 討 

基 礎 調 査 

市 町 村 計 画 の 作 成 

整 備 手 法 の 設 定 

市 町 村 計 画 の 整 理 ・ 集 計

整 備 実 施 時 期 の 検 討 

埼玉県生活排水処理施設整備構想
の改定 

 
 
 
 

協 議 ･ 調 整
 
 
 
 

市 町 村 作 業 状 況 整 理

見直し方針の通知 

効 果 予 測



 19

86.3%

91.4%

1.6%

2.9%

0.1%

12.1%

5.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

本構想

Ｈ１６構想

構成比率（％）

下水道 農業集落排水 コミュニティプラント 浄化槽

第 4 章 構想の目標 

4－1 生活排水処理人口と整備手法別構成比率 

本構想では、全体計画となる平成 37 年度（目標年度）において、県全体の人口全

て約 6,594 千人（100％）に生活排水処理施設を整備することを目標とした。下水道

処理人口約 5,691 千人（86.3％）、農業集落排水処理人口約 103 千人（1.6％）、浄化

槽処理人口約 800 千人（12.1％）となる見込みである（表 4-1-1）。したがって、全体

計画における整備手法別の構成比率について、平成 16 年構想と比較すると、下水道

が約 5.1％、農業集落排水が約 1.3％、コミュニティプラントが約 0.1％減少し、浄化

槽については約 6.5％増加している（図 4-1-1、図 4-1-2）。 

表 4-1-1 平成 16 年構想との生活排水処理人口及び構成比率の比較 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1-1 平成 16 年構想と本構想の全体計画における整備手法別処理人口の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1-2 平成 16 年構想と本構想の全体計画における整備手法別構成比率の比較 

5,691

6,652

103

213

9

800

407

0 2,000 4,000 6,000 8,000

本構想

Ｈ１６構想

処理人口（千人）

下水道 農業集落排水 コミュニティプラント 浄化槽

処理人口
（人）

構成比率
処理人口
（人）

構成比率
構成比率
増減率

7,280,069 100.0% 6,594,700 100.0% 0.0%

6,651,592 91.4% 5,691,100 86.3% -5.1%

212,848 2.9% 103,106 1.6% -1.3%

8,797 0.1% 0 0.0% -0.1%

6,873,237 94.4% 5,794,206 87.9% -6.5%

浄化槽 406,832 5.6% 800,494 12.1% +6.5%

7,280,069 100.0% 6,594,700 100.0% 0.0%

0 0.0% 0 0.0% 0.0%

行政人口

集
合
処
理

下水道

個別処理

平成16年構想 本構想

コミュニティプラント

計

計（生活排水処理人口）

全体計画
（目標年度：平成37年度）

全体計画

農業集落排水

項目

生活排水未処理人口
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4－2 生活排水処理人口普及率の推移 

（１）県全体 

本構想では、生活排水処理人口普及率は、平成 37 年度（目標年度）に 100％を目指

す。平成 37 年度（目標年度）の生活排水処理人口普及率は、平成 20 年度（基準年度）

から約 13％（約 421 千人）増加する（表 4-2-1、図 4-2-1）。 

また、生活排水処理人口普及率は、平成 20 年度（基準年度）の 87.0％から、

平成 27 年度（参考）には 91.0%、平成 32 年度（中間目標年度）には 96.1％と推移し、

平成 37 年度（目標年度）に 100％に達する。 
 

表 4-2-1 本構想における整備手法別の処理人口及びその構成比率の推移（県全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-2-1 本構想における整備手法別の処理人口構成比率の推移（県全体） 
 
（２）地区別 

本構想について、地区別（図 2-1-3 と同様）の生活排水処理人口普及率と整備手法

別の構成比率を整理した結果は、図 4-2-2 に示すとおりである。 

平成 20 年度（基準年度）で未処理人口率の高い秩父地区（約 31.1％）、北部地区

（28.7％）においては、主に浄化槽による処理人口の向上を目指している。

注） 平成 20 年度の処理人口及び構成比率は、国が公表している汚水処理人口普及率の数値及び市町村からの
最新の報告を基に、埼玉県が整理した。 

注） 平成 27 年度の処理人口及び構成比率は、一定の計算方法により概算した参考値である。 

処理人口
（人）

構成
比率

処理人口
（人）

構成
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図 4-2-2 本構想における整備手法別の処理人口構成比率の推移（地区別） 
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第 5 章 構想の効果 

5－1 公共用水域の水質予測 

 本構想の計画的実施により、BOD 負荷量が削減され、公共用水域の水質が改善する

と考えられる。その効果について次の手順で予測した。 

 

① 平成 20 年度（基準年度）における小流域単位での排水量、BOD 負荷量を発生源別

（生活系・産業系・畜産系・面源系）で整理した。あわせて、上水道の取水や武

蔵水路の導水等、河川水量に影響を与える外的要因を整理した。 

② 各水質測定地点に流入する小流域を整理し、「流域下水道整備総合計画調査 指

針と解説（平成 20 年 9 月）」を基に、簡便な負荷解析モデルを構築し、解析を行

った。なお、解析モデルにおける流出率等の係数は、平成 20 年度（基準年度）

の流量・水質の実績値と整合するように設定した。 

③ 本構想の整備計画を基に、平成 27 年度、平成 32 年度、平成 37 年度における、

小流域単位での生活系の排水量、BOD 負荷量を算出した。なお、将来水質の予測

には、生活系以外も負荷量の増減を見込む必要があるが、生活排水処理施設整備

による効果を把握するため、生活系以外の排水量、BOD 負荷量は変化しないもの

として予測した。 

④ ②で構築した汚濁負荷解析モデルに、③で整理した生活系排水量、BOD 負荷量を

適用し、平成 27 年度、平成 32 年度、平成 37 年度における各水質測定点の流量、

BOD 負荷量、BOD 水質を予測した。 

 

（１）BOD 年度平均値 

公共用水域水質測定地点の平成 20 年度の流量、BOD 負荷量、BOD 年度平均値（実測

値）と平成 37 年度の水質等予測結果及び BOD 削減率を表 5-1-1 にまとめた。この結

果、全ての地点において、水質の改善が予測された。特に、平成 20 年度（基準年度）

に環境基準が非達成の鴨川、福川、元小山川において、平成 37 年度の BOD 年度平均

値はそれぞれ 0.5mg/L、1.9mg/L、0.7mg/L と水質は大きく改善すると予測された。鴨

川と元小山川については確実に水質環境基準を達成すると見込まれる。 

また、県内の主要な河川水域から代表的な測定地点を選定し、現況（平成 20 年度）

と将来（平成 37 年度）の BOD 年度平均値を河川図にまとめた（図 5-1-1）。 

 

（２）BOD 値 3mg/L 以下の河川の割合 

BOD 値 3mg/L 以下の河川割合について、平成 20 年度は 72%であったが、今回の予測

結果による、平成 37 年度には 100％となる見込みである（表 5-1-2）。 
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表 5-1-1 水質測定地点別の BOD 年度平均値予測結果(1) 
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表 5-1-1 水質測定地点別の BOD 年度平均値予測結果(2) 

 

 

 

表 5-1-2 BOD 値 3mg/L 以下の河川割合の推移 

 
実績 予測 

H15 年度 H20 年度 H27 年度 H32 年度 H37 年度 

BOD 値 3mg/L 以下の河川割合 52％ 72％ 88％ 99％ 100％
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図 5-1-1 公共用水域の水質予測結果 

 

笹目橋(荒川) 

現況：3.7 
将来：2.0 

久下橋(荒川) 

現況： 0.7
将来：＜0.5

親鼻橋(荒川) 

現況：1.0 
将来：0.6 

入間大橋(入間川)

現況： 1.1
将来：＜0.5

兜川合流点前(槻川) 

現況：1.8 
将来：0.5 

大和橋(霞川) 

現況：1.7 
将来：0.9 

徒歩橋(市野川)

現況：2.8 
将来：1.0 

豊橋(中川) 

現況：2.9 
将来：0.7 

畷橋(綾瀬川) 

現況：3.4 
将来：0.7 

中島橋(元荒川)

現況：3.8 
将来：1.8 

いろは橋(新河岸川)

現況： 2.0 
将来：＜0.5 

不老橋(不老川)

現況：3.0 
将来：0.6 

昭和橋(福川) 

現況：4.5 
将来：1.9 

県道本庄妻沼線

交差点(元小山川)

現況：3.6 
将来：0.7 

地点名(河川名) 

現況：平成 20年度 

将来：平成 37年度 
単位：mg/L 

※ ＜0.5は 0.5未満を表す。 
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5-2 概算事業費 

平成 20 年度に県内市町村の下水道、農業集落排水の整備及び維持管理費用の過去

の実績を把握した。この結果と関連資料をもとに、各生活排水処理施設の整備及び維

持管理に要する一般的な費用を算出するための費用関数を設定した。これにより本構

想の概算事業費（概算建設費及び概算維持管理費）を算出した。 

 

（１）概算建設費 

本構想について、平成 37 年度（目標年度）までの概算建設費は、表 5-2-1 に示す

とおりである。下水道が 6,686 億円、農業集落排水が 74 億円、浄化槽が 3,056 億円

で、合計 9,816 億円となった。 

これを、整備完了想定年までの年平均値でみると、年間 577 億円となり、

平成 16 年構想から 210 億円（約 26.7％）の縮減が見込まれる（図 5-2-1）。 
 

表 5-2-1 目標年度までの概算建設費 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-2-1 平成 16 年構想と本構想の年平均の概算建設費の比較 
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① ② ③=②-① ③/①

(億円) (億円) (億円/年) (億円/年) (億円/年) (％）

下水道 23,051 6,686 714 393 ▲ 321 ▲ 45.0

農業集落排水 495 74 18 4 ▲ 14 ▲ 77.8

ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗﾝﾄ 1 0 0.1 0 ▲ 0.1 ▲ 100.0

計 23,547 6,760 732 397 ▲ 335 ▲ 45.8

浄化槽 929 3,056 55 180 125 227.3

合計 24,476 9,816 787 577 ▲ 210 ▲ 26.7
注１）　年平均概算建設費は、整備完了までの総額を整備完了想定年度までの年数で除したものである。

注２）　整備完了想定年度は、H16構想集合処理をH63年度、浄化槽をH37年度とし、本構想は全てH37年度とした。

項目

概算建設費 年平均概算建設費
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（２）概算維持管理費 
整備完了時点の概算維持管理費は、年間 571 億円となり、平成 16 年構想から

220 億円（27.8％）の縮減が見込まれる（表 5-2-2、図 5-2-2）。 

 
表 5-2-2 整備完了時点の概算維持管理費 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-2-2 平成 16 年構想と本構想の概算維持管理費（整備完了時点）の比較 

 

H16構想 本構想 増減 増減率

① ② ③=②-① ③/①

(億円/年) (億円/年) (億円/年) (％）

下水道 679 256 ▲ 423 ▲ 62.3

農業集落排水 11 6 ▲ 5 ▲ 45.5

ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗﾝﾄ 1 0 ▲ 1 ▲ 100.0

計 691 262 ▲ 429 ▲ 62.1

浄化槽 100 309 209 209.0

合計 791 571 ▲ 220 ▲ 27.8

項目

概算維持管理費
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第 6 章 まとめ 

6－1 構想改定のまとめ 

 本構想に基づき、平成 37 年度（目標年度）に生活排水処理人口普及率 100％を目指

して、生活排水処理施設の計画的な整備を進めることにより、県内河川の水質は、着

実に改善されることが明らかとなった。 

 平成 20 年度（基準年度）では、BOD3mg/L 以下の河川の割合が 72%であった。しか

し、本構想の中間目標年度である平成 32 年度には、99%と飛躍的に改善し、平成 37

年度には、100%となると予測された。 

 また、県及び市町村は、財政投資のあり方を検討し、より効率的な生活排水処理施

設の整備に努める必要がある。本構想策定による効果として、生活排水処理施設の概

算建設費は平成 16 年構想と比較して年平均で 26.7％の縮減が見込まれることが示さ

れた。 

 今後は、本構想が目指す生活排水処理人口普及率 100％を早期に達成するため、構

想の進行管理に努め、県及び市町村が連携して生活排水処理施設の整備を計画的かつ

積極的に進めていくことが重要である。 

 

 

 

6－2 埼玉県生活排水処理施設整備構想図 

 埼玉県生活排水処理施設整備構想図は、29 ページから 35 ページに示すとおりであ

る。 
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【資料 1】構想見直しの背景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料-図 1-1 

 
『埼玉県生活排水処理施設整備構想』

平成 16 年 8 月策定 

構 
想 
見 

直 

し 
国土交通省、農林水産省、環境省通知 

平成 19 年 9 月 14 日付け「人口減少等の社会情勢の変

化を踏まえた都道府県構想の見直しの推進について」

【現状の課題】 

・平成 16 年構想の目標年度が平成 22 年度で目標（生活排水処理人

口普及率約 88％）を概ね達成する見込み。 

・生活排水未処理人口約 12％への対策が課題となる。 

・河川の BOD 環境基準の未達成地点が残されている。 

・BOD3mg/L 以下の河川割合が約 72％であり、さらなる改善が必要で

ある。 

・平成 16年構想は人口増加を前提としているため、人口減少を踏ま

えた整備手法の見直しが必要である。 

・今後、整備済み施設の老朽化が進み、その対策の市町村財政負担

が増大すると想定されるため、その前に整備を完了させることが

望ましい。 

『市町村生活排水処理基本計画等 

見直し作業マニュアル』 

平成 21 年 7月作成

 

市町村生活排水処理基本計画等の見直し

 

『埼玉県生活排水処理施設整備構想』

平成 23 年 3 月改定 

 

県・市町村が連携した 

生活排水処理施設整備事業の推進 

市町村の生活排水処理関連計画

・下水道関連 

・農業集落排水関連 

・浄化槽関連 

埼玉県の関連計画 

・ゆとりとチャンスの埼玉プラン 

（平成 19年度～平成 23年度） 

・流域別下水道整備総合計画 

（荒川・中川；目標年度：平成 36 年度）

（利 根 川；目標年度：平成 27 年度）
県による 

市町村ヒアリング 

市町村から県に 

調書・図面の提出 

『見直し方針』の通知 

平成 21 年 7月
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【資料 2】県と市町村の役割 

構想の見直しは、県が示す方針、「市町村生活排水処理基本計画等見直し作業マニ

ュアル」に基づき、市町村が生活排水処理基本計画等の見直しを行い、県が取りまと

めを行った。 
市町村の生活排水処理基本計画等の見直しは、市町村が県との協議・調整を十分に

図りながら、作業を進め、パブリックコメント等による住民意見の把握・反映を行っ

た上で、最終的な取りまとめを行ったものである。県と市町村の役割及び市町村が市

町村計画を見直していていた時点（平成 21 年度）の組織体制を整理すると、以下の

とおりである。なお、平成 22 年 12 月に埼玉県河川浄化対策推進委員会から埼玉県生

活排水処理施設整備推進委員会に組織変更している。 
 

【埼玉県の役割】 

・ 現状課題の分析 
・ 見直し方針の設定 
・ 「市町村生活排水処理基本計画等見直し作業マニュアル」の作成 
・ 市町村との協議・調整 
・ 埼玉県生活排水処理施設整備構想の策定 
・ 埼玉県生活排水処理施設整備構想の公表（ホームページ等活用） 

【市町村の役割】 

・ 各市町村の生活排水処理基本計画等の見直し作業 
・ 県との協議・調整 
・ 住民意見の把握・反映（パブリックコメント等） 
・ 市町村計画の策定 
・ 県へ関係資料の提出 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料-図 2-1 県と市町村の関係と役割（平成 21 年度時点） 

 

◎埼玉県生活排水処理施設設備構想の策定

埼玉県 

◎「市町村生活排水処理基本計画等見直し作業マニュアル」の作成

◎市町村との協議・調整 
◎ヒアリング調査 
◎市町村生活排水処理基本計画等の整理・集計 
◎県生活排水処理施設整備構想の立案・改定 

市町村（例） 

作業部会 
（担当者会議）

◎市町村生活排水処理基本計画等の 
作業実施 

◎県ヒアリング調査への協力 
◎担当部署間の調整 
◎市町村生活排水処理基本計画等の策定 

計画策定に向けた

担当部局の連携 

◎ヒアリング調査・ 
市町村説明会の実施 
◎市町村との協議 
◎資料の提供 

◎ヒアリング調査 
◎資料の提出 

◎市町村生活排水処理基本計画等の策定 

森

づ

く

り

課 

水
環
境
課 

資
源
環
推
進
課

下
水
道
課

農
村
整
備
課

農
業
集
落
排
水
担
当

下
水
道
担
当

浄
化
槽
担
当

市町村政策会議 埼玉県河川浄化対策推進委員会 
生活排水処理総合対策検討部会 
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【資料 3】構想見直しの経緯 

 

資料-表 3-1 構想見直しの経緯 

 埼玉県 市町村 

平
成
21
年
度 

  

平

成

22

年

度 

  

H21.5.23     生活排水処理総合対策検討部会 

H21.7.13     生活排水処理総合対策検討部会 

H21.7.23  見直し方針の通知 

H21.7.29 

H21.8. 4 

H21.10.9 表計算シート説明会 

H21.10.22～11. 6  第 1 回市町村ヒアリング 

H21.12.16～12.25, H22. 1.19 第 2 回市町村ヒアリング 

H22. 1.20 技術相談会 

H22. 2.15～ 2.23 第 3 回市町村ヒアリング 

H22.3.16 市町村データ受領（中間）

H22. 6 市町村データ集計（中間）

H23. 8. 2 第 4 回市町村ヒアリング 

H23. 8 市町村データ受領（最終） 

H22. 8～H22.11 市町村データ集計 

H22.12～H23. 2 改定（案）取りまとめ 

H23. 3 構想改定・公表 

H22. 4.27     生活排水処理総合対策検討部会

H22.12.22 生活排水処理施設整備推進委員会幹事会

H23. 1.28 生活排水処理施設整備推進委員会   

「市町村生活排水処理基本計画等見直し
作業マニュアル」説明会 



 
 
埼玉県生活排水処理施設整備構想 資料編 

40 

【資料 4】市町村生活排水処理基本計画等の見直し手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料-図 4-1 市町村生活排水処理基本計画等の見直し手順 

③検討単位区域の費用比較 
（最も効率的な手法の選定）

②検討単位区域の設定 
（家屋間限界距離による区域囲い込み）

平成 16 年構想と異なる場合 

④平成 16 年構想との比較検討 
（整備手法採用候補の選定）

⑤整備実施時期の検討 
（中間目標年度までの整備着手見極め）

中間目標年度までの着手困難 

⑥早期着手可能事業との比較 
（事業手法採用候補の選定）

⑦事業手法の設定 
（行政区域全域を対象とした総合評価）

⑧概算事業費算出・段階的整備計画策定 
（行政区域全域の未整備区域対象）

⑨計画図書作成 

中
間
目
標
年
度
ま
で
に 

着
手
可
能 

①基礎調査 

・平成 16 年構想の把握 

・生活排水処理施設関連計画の把握 

・生活排水処理施設整備状況等の把握 

・人口、家屋数等の現状の把握 

・将来人口、将来家屋数等の設定 

・流域界の把握 

住
民
意
向
の
把
握 

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
等 

平
成 

 

年
構
想 

と
同
じ
場
合 

16 
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【資料 5】市町村生活排水処理基本計画等の見直しに用いる費用関数・耐用年数 

 市町村が各種整備手法の費用比較を行う際に使用する費用関数・耐用年数は、3 省

連名通知（平成 20 年 9 月 12 日付け『「汚水処理施設の効率的な整備の推進について」

における建設費等の修正について』）及び県内の実績調査に基づき、資料-表 5-1 及び

資料-表 5-2 に示すとおりとした。 
 

資料-表 5-1 費用比較に用いる費用関数 

区分 項目 費用関数（ＣT:事業費） 備考 

下
水
道 

処理 
施設 

建設費 
(万円) ＣT＝11,703.703×Ｑd

0.441 県内の実績より設定 
Ｑd：日最大汚水量(m3/日) 

維持管理費 
(万円/年) ＣT＝779.41×Ｑa

0.329 県内の実績より設定 
Ｑa：日平均汚水量(m3/日) 

管渠 

建設費 
(万円) ＣT＝10.91×Ｌ 県内の実績より設定 

Ｌ：管渠延長(m) 

維持管理費 
(万円/年) ＣT＝0.0100×Ｌ 県内の実績より設定 

Ｌ：管渠延長(m) 

マンホール
ポンプ 

建設費 
(万円) ＣT＝1,032×Ｎ 県内の実績より設定 

Ｎ：ポンプ施設数(箇所) 

維持管理費 
(万円/年) ＣT＝18.6×Ｎ 県内の実績より設定 

Ｎ：ポンプ施設数(箇所) 

集
落
排
水 

処理 
施設 

建設費 
(万円) 

ＣT＝2,415.214×Ｐ0.433 

－8.294×Ｐ－9,204.205 
県内の実績より設定 
Ｐ：計画人口(人) 

維持管理費 
(万円/年) ＣT＝1.97×Ｐ0.845 三省通知の設定値 

Ｐ：計画人口(人) 

管渠 

建設費 
(万円) ＣT＝6.50×Ｌ 県内の実績より設定 

Ｌ：管渠延長(m) 

維持管理費 
(万円/年) ＣT＝0.0018×Ｌ 三省通知の設定値 

Ｌ：管渠延長(m) 

マンホール
ポンプ 

建設費 
(万円) ＣT＝770×Ｎ 県内の実績より設定 

Ｎ：ポンプ施設数(箇所) 

維持管理費 
(万円/年) ＣT＝18.6×Ｎ 下水道のポンプ施設維持管理費 

Ｎ：ポンプ施設数(箇所) 

合併処理 
浄化槽 

本体設置費 5 人槽： 83.7 万円/基 
7 人槽：104.3 万円/基 三省連名通知の設定値 

維持管理費 5 人槽：6.5 万円/年･基 
7 人槽：8.1 万円/年･基 三省連名通知の設定値 

 

資料-表 5-2 生活排水処理施設の耐用年数 
区分 項目 耐用年数 三省通知 参考となる耐用年数 

下水道 

処理施設 33 年
土木建築物：50～70 年 
機械電気設備：15～35 年 

管渠 72 年 管渠：50～120 年 

ポンプ施設 25 年  

集落排水 

処理施設 33 年
土木建築物：50～70 年 
機械電気設備：15～35 年 

管渠 72 年 管渠：50～120 年 

ポンプ施設 25 年  

合併処理浄化槽 26 年
躯体：30 年～ 
機械設備類：7～15 年程度 
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【資料 6】本構想における整備手法別の処理人口構成比率の推移（市町村別） 

今回の構想見直しにおいて各市町村が設定した整備手法別の処理人口構成比率は、

資料-図 6-1（1）～（7）に示すとおりとなっている。 

各年度の整備手法別の処理人口は、資料-表 6-1 の数値を使用している。 

なお、平成 27 年度は、一定の計算方法により概算した参考値である。 

 

資料-表 6-1 整備手法別の処理人口で使用する数値  

年度 使用する数値（人口） 

平成 20 年度(基準年度) 

農林水産省、国土交通省、環境省が発表した「平成２０年度

末の汚水処理人口普及状況」の基となる調査結果及び市町村

からの最新の報告を基に埼玉県が整理した人口 

(実績値) 

平成 27 年度(参考) 今回の構想見直しにおいて各市町村が設定した整備手法別

の処理人口及び埼玉県において推計した集合処理施設の整

備計画区域内で浄化槽を使用する人口 

(推計値) 

平成 32 年度(中間目標年度) 

平成 37 年度(目標年度) 
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資料-図 6-1（1） 本構想における整備手法別の処理人口構成比率の推移（市町村別） 

さ
い
た
ま
市 
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熊
谷
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川
口
市

行
田
市

秩
父
市

所
沢
市

飯
能
市

加
須
市

本
庄
市

注） 平成 27 年度は、一定の計算方法により概算した参考値である。 
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資料-図 6-1（2） 本構想における整備手法別の処理人口構成比率の推移（市町村別） 
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注） 平成 27 年度は、一定の計算方法により概算した参考値である。 
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資料-図 6-1（3） 本構想における整備手法別の処理人口構成比率の推移（市町村別） 
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注） 平成 27 年度は、一定の計算方法により概算した参考値である。 
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86.9

88.5
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84.5
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11.5

9.8

8.2

6.4

2.7

6.8
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H27年度

H32年度

H37年度

100.0

100.0

92.8

80.3 5.2

3.2

14.5

4.0

H20年度

H27年度

H32年度

H37年度

99.8

98.4
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96.5

0.1

0.3

0.5

0.2

0.1
1.4

2.3

3.0H20年度

H27年度

H32年度

H37年度

98.2
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99.9

100.0

0.1

0.1

1.7

0.2

0.1

H20年度

H27年度

H32年度

H37年度

96.8

100.0

98.2

95.6

1.2

2.3

4.1

0.6

0.9

0.3H20年度

H27年度

H32年度

H37年度

93.7

98.3

99.3

100.0

1.5

0.9

0.5

4.8

0.8

0.2

H20年度

H27年度

H32年度

H37年度

80.1

78.9

72.9

71.5 4.2
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1.3

6.0

10.2

13.6

19.9

18.3

14.4

6.2
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H27年度

H32年度

H37年度

67.9

74.9

77.8

81.2 8.8
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H37年度

72.2
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84.7
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1.9
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資料-図 6-1（4） 本構想における整備手法別の処理人口構成比率の推移（市町村別） 

66.3
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86.2
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8.3
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1.4

2.0
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19.0
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H27年度

H32年度

H37年度

下水道 農業集落排水 浄化槽(集合処理区域内) 浄化槽(浄化槽区域内) ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗﾝﾄ 未処理
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72.7
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11.4
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H32年度

H37年度
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12.0

10.6

9.0

12.4

20.9
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H27年度

H32年度

H37年度

64.9

79.8

86.0
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4.4

8.6

14.9

9.1

7.1

6.2

5.2

2.5

5.4

15.0H20年度

H27年度

H32年度

H37年度

56.9

57.9

67.3

74.8

1.2

1.3

1.3

1.3

3.9

7.6

12.0

23.9

24.5

23.9

22.0

3.0

9.3

7.9H20年度

H27年度

H32年度

H37年度

79.6

79.2

79.8

81.1 0.9

0.9

0.9

0.9

0.4

0.9

1.4

18.0

17.9

17.7
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1.0

1.3

1.7H20年度

H27年度

H32年度

H37年度

93.0

94.4

94.4
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0.3

0.9

1.4

5.6

5.3

1.8

0.4

2.9

5.2
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H20年度
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八
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郷
市

蓮
田
市

坂
戸
市

幸
手
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鶴
ヶ
島
市

日
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市

吉
川
市

ふ
じ
み
野
市

注） 平成 27 年度は、一定の計算方法により概算した参考値である。 
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資料-図 6-1（5） 本構想における整備手法別の処理人口構成比率の推移（市町村別） 

71.7
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13.8

19.2
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H37年度

下水道 農業集落排水 浄化槽(集合処理区域内) 浄化槽(浄化槽区域内) ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗﾝﾄ 未処理
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100.0
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18.0 28.0H20年度

H27年度

H32年度

H37年度
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49.1
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19.2
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69.7

68.5

69.6
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5.8

5.4

24.5
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13.3

7.3
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16.7
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嵐
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川
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吉
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鳩
山
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注） 平成 27 年度は、一定の計算方法により概算した参考値である。 
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資料-図 6-1（6） 本構想における整備手法別の処理人口構成比率の推移（市町村別） 
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下水道 農業集落排水 浄化槽(集合処理区域内) 浄化槽(浄化槽区域内) ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗﾝﾄ 未処理
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注） 平成 27 年度は、一定の計算方法により概算した参考値である。 
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資料-図 6-1（7） 本構想における整備手法別の処理人口構成比率の推移（市町村別） 
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注） 平成 27 年度は、一定の計算方法により概算した参考値である。 
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【資料 7】公共用水域の水質予測の全結果 

今回の構想見直し結果を基に、平成 27 年度、平成 32 年度、平成 37 年度における

公共用水域の主な水質測定地点（水質汚濁防止法に基づく常時監視の平成 20 年度測

定地点）の水質予測を行った。 

各年度における公共用水域の予測結果は、資料-表 7-1（1）～（3）及び資料-図 7-1

に示すとおりとなっている。 
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資料-表 7-1(1) 水質基点別の水質予測結果（BOD） 
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資料-表 7-1(2) 水質基点別の水質予測結果（BOD） 
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資料-表 7-1(3) 水質基点別の水質予測結果（BOD） 
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資料-図 7-1 公共用水域の水質予測結果 

 

笹目橋(荒川) 

H20：3.7 
H27：3.1 
H32：2.2 
H37：2.0 

久下橋(荒川) 

H20： 0.7 
H27： 0.6 
H32： 0.5 
H37：＜0.5 

親鼻橋(荒川) 

H20：1.0 
H27：1.0 
H32：0.7 
H37：0.6 

入間大橋(入間川)

H20： 1.1 
H27： 0.8 
H32： 0.6 
H37：＜0.5 

兜川合流点前(槻川) 

H20：1.8 
H27：1.4 
H32：0.8 
H37：0.5 

大和橋(霞川) 

H20：1.7 
H27：1.8 
H32：1.3 
H37：0.9 

徒歩橋(市野川) 

H20：2.8 
H27：1.9 
H32：1.4 
H37：1.0 

豊橋(中川) 

H20：2.9 
H27：2.4 
H32：1.6 
H37：0.7 

畷橋(綾瀬川) 

H20：3.4 
H27：2.8 
H32：1.5 
H37：0.7 

中島橋(元荒川)

H20：3.8 
H27：3.1 
H32：2.4 
H37：1.8 

いろは橋(新河岸川)

H20： 2.0 
H27： 1.3 
H32： 0.8 
H37：＜0.5 

不老橋(不老川)

H20：3.0 
H27：1.9 
H32：0.9 
H37：0.6 

昭和橋(福川) 

H20：4.5 
H27：3.8 
H32：2.9 
H37：1.9 

県道本庄妻沼線

交差点(元小山川)

H20：3.6 
H27：2.5 
H32：1.5 
H37：0.7 

地点名(河川名)

単位：mg/L 

※ ＜0.5 は 0.5 未満を表す。 


